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１ 保育園ってどんなところ？ 

  保育園は、保護者の労働、疾病、出産、看護などの事由により、その子ども（乳幼児）の保育を必要と 

する場合において、家庭での保育に代わって保育するところです。 

 

 

２ 八百津町保育園の概要 

                令和  ６年 ９月 １日現在 

施設名 八百津保育園 錦津保育園 久田見保育園 和知保育園 

所在地 

公立・私立 

八百津４２９１-１ 

公立 

伊岐津志１４８４ 

公立 

久田見２７６１-１１ 

公立 

和知９４０-５ 

私立 

定員 ５０ １０0 ３０ ６０ 

電話番号 ４３-０１９６ ４３-０４４９ ４５-１２７６ ４３-０５１９ 

対象年齢 生後６か月以上 

保育時間 

（短時間） 
８：００ ～ １６：００ 

保育時間 

(標準時間) ７：３０～１８：３０ ７：３０～１８：００ ７：３０～１８：３０ 

開所時間 ７：３０～１８：３０ ７：３０～１８：００ ７：３０～１８：３０ 

 

 

土曜保育 

利用（開所）時間：８：００～１６：００ 

実施場所：錦津保育園（公立保育園に通っている園児のみ） 

※延長保育はありません。 

園に直接ご確認 

ください。 

 

職 員 

園長：１名 

保育士：9名 

園長：１名 

保育士：３０名 

栄養士：１名 

園長：１名 

保育士：6名 

園長：１名 

保育士：１２名 

調理員：4名 

事務員：１名 

 

※保育士数には、正規職員のほか、会計年度任用職員（パートタイム・フルタイム）が含まれています。 
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３ 利用の手続き 

 （１）手続きの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）手続きに必要なもの    ※入園予定のある方は、必ず期限までに提出ください。 

①施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書 

教育・保育給付認定を受ける（保育の必要性を認められる）ための書類です。 

保育園等の施設を利用する際に必要となります。 

※教育・保育給付認定を受けるには、P４・５の「保育の必要性」の事由および証明する書類の認

定基準に該当する必要があります。 

②保育所入所申込書（兼保育児童台帳） 

 保育所を利用する際の申込書になります。 教育・保育認定申請と合わせて申し込みができます。 

８ 決定通知書
の通知

９ 決定通知書
の受領

保護者

保護者

２ 申請書
受理・審査

保育園利用までの手続きの流れ

１０ 保育の利用

１ 認定申請

八百津町

５ 利用の申込み

４ 認定証の受領

保護者

八百津町３ 認定証の交付

八百津町

八百津町

八百津町

６ 利用調整

保護者

７ 内定通知書
の通知

保護者

１ 認定申請と 

５ 利用の申込み

は同時に手続が

可能です 

１２月頃 

２月初旬 
（郵便の状況

により通知が

前後する場合

があります） 

3月下旬 

（４～８月分

保育料決定） 

口座振替依頼書

を送付しますの

で、３月上旬まで

に金融機関で手

続きをしてくださ

い 
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③ 「保育の必要性」の事由を証明する書類（４・５ページの該当する号の添付書類） 

    ④ 個人番号（マイナンバー）提出書兼同意書（保護者および入園申請子どもの分） 

    ※①②③④：用紙は教育委員会（ファミリーセンター内）で配布しています。 

※申込を行っていても、入園日に入園基準を満たしていない場合（就労証明書未提出等）は入園できませ

んのでご注意ください。） 

（３）認定申請 

（２）①施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書に必要事項を記入し、必要書類を

添えて教育委員会子ども支援係へ提出してください。 

保育を必要としている事由や保育の必要量（時間）等を確認し、認定証を交付します。 

 【保育必要量】

 

  ※保育必要量に応じて、月額保育料が異なります（７ページ参照） 

  ※認定を受けた保育時間を超えた場合は、別途延長保育料を徴収します。 

    ただし、延長できる保育時間は各園の開所時間が限度となります（１ページ参照） 

  ※利用時間は、送迎時間を含んだ時間です。 

 【教育・保育給付認定区分】 

 

※年度の途中に認定事由に該当しているかの現況確認を行う場合があります。 

   （3号から2号への切替えは年度の途中となりますが、改めて認定申請書を提出する必要はありません。） 

 

← ８時間（利用可能な保育時間帯＝保育必要量） →

※久田見は18:00まで

１１時間（利用可能な保育時間帯＝保育必要量）

※久田見は18:00まで

保育短時間（最長８時間）

原則的な保育時間（８時間）

8:00 16:007:30 18:30

原則的な保育時間（８時間）＝利用可能な時間帯 延長保育延長保育

　← →　
16:00 18:30

保育標準時間（最長１１時間）
7:30 8:00

区分 対象児

1号認定（教育認定）

（幼稚園）

2号認定（保育認定）

（保育園）

3号認定（保育認定）

（保育園）

2号認定を除く、満3歳以上の就学前の子ども

満3歳以上で保護者の労働や疾病等により、保育を必要とする子ども

満3歳未満で保護者の労働や疾病等により、保育を必要とする子ども
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（４）「保育の必要性」の事由および証明する書類 

 

 事由および利用可能保育時間 証明する書類 

 

 

① 

 

就労 
標準時間（毎月１２０時間以上の就労） 

短時間（毎月４８時間以上の就労） 

・就労証明書 

 ※就労内定の場合、就労後に就労証明書を

提出すること 

 ※個人事業主等の場合、開業届、確定申告

書などのコピーを提出すること 

※農林業の場合、別表１（P１０）による 

 

 

② 

妊娠・出産 
標準時間・（短時間） 

※入園できる期間は、出産予定日から起算して 

産前６週の属する月の初日から産後８週の翌日の属

する月の末日まで 

・面接調書 

・母子手帳（出産予定日のわかる書類）のコ

ピー 

 

③ 

 

保護者の疾病・障害 
標準時間・短時間 

・診断書または身体障害者手帳等のコピー 
 ※入院の場合は入院期間がわかる書類 

（診断書に入院期間が明記されている場合は 

省略できます） 

 

 

④ 

 

障害または長期入院など、 

常時介護や看護が必要な親族がいる 
標準時間・短時間 

・面接調書 

・診断書または身体障害者手帳、介護認定結

果等のコピー 
※入院の場合は入院期間がわかる書類 

（診断書に入院期間が明記されている場合 

は省略できます） 

⑤ 
災害復旧 

標準時間・（短時間） 

・面接調書 

・り災証明書 

 

⑥ 

求職活動（起業の準備を含む） 

短時間 

・ハローワーク受付票のコピー 

・面接調書 

 ※起業の準備の場合は、起業の準備を行っ

ていることがわかる書類を提出すること 

 

 

⑦ 

 

就学 
標準時間（毎月１２０時間以上の就学） 

短時間（毎月４８時間以上の就学） 

・在学証明書 
※就学が決まっている場合は、合格通知書を提

出し就学後、在学証明書を提出すること 

・在学期間および時間数のわかる書類 
※就学時間がわかる書類を提出してください 

⑧ 
虐待やＤＶの恐れがある 

標準時間・（短時間） 

※ご相談ください 

 

 

⑨ 

育児休業取得時に、すでに在園し、 

継続して保育が必要な児童がいること 
短時間 

 ※入園できる期間は、育児休業にかかる子どもが 

満１歳に達する日の属する月の末日まで 

・育児休業期間および就労復帰予定日のわか

る書類（就労証明書等） 
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⑩ 
年少以上の児童について、 

年度内に育児休業から復帰予定の場合 
短時間 

・就労復帰予定日のわかる書類（就労証明書

等） 

 ※保育の実施期間は、小学校の就学始期までの範囲で、保護者がお子さんの保育ができない期間です。 

 ※①～⑩の事由のいずれにも該当しなくなった場合は、退園となります。 

 ※⑥の場合は、求職活動等の状況調査をさせていただきます。その時点で就労先等が決まっていない場合は退園

となる場合があります。 

※在園中に事由が変更となった場合には、教育・保育給付認定変更申請書の提出が必要となります。

教育委員会子ども支援係までご相談ください。（前月１５日までに申請） 

 

（５）利用申込み 

 ②保育所入所申込書（兼保育児童台帳）に必要事項を記入し、必要書類を添えて教育委員会子ども支援

係（ファミリーセンター内）へ提出してください。 

      ・令和7年度に入園を希望される場合（途中入園を含む）は、令和６年１０月１８日（金）までに申し込みをし

てください。 

・年度の途中で入園を希望される場合は、入園希望日（保育の必要性の事由が発生する日）１か月前（育

児休業明けの方は復帰予定日の３か月前）の同日より申し込みができます。 

・広域保育を申し込む方は、相手方市町村の都合によります。 

   ※広域保育とは、住民票が八百津町にある方が他市町村の保育施設を利用することです。 

（６）利用調整 

 保育の必要性の事由および同居親族の就労状況等も含め、毎月２０日に調整を行います。 

（７）入園申込書等の記入方法 

① 施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書【記載例：P10，11】 

② 保育所入所申込書（兼保育児童台帳）【記載例：P12】 

記載例を参考にご記入ください。 

・必ず黒のボールペンで記入し、消せるボールペンや鉛筆などは使用しないでください。 

・記入ミスは修正液等を使用せず、二重線で消し、正しい情報を記入してください。 

      ・２人以上のお子さんの入園を希望される方は、１人につき１枚記入し提出してください。 

      ※申請者（保護者）氏名は、世帯主（父または母）で統一をお願いします。 

※教育・保育給付認定は、保育の必要性を認めるものであり、希望保育園への入園を確定するものではあ

りません。 

    ※「利用時間」欄は、保育園へ預ける時間からお迎えの時間までを記入してください。 
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③ 証明する書類【記載例：P13，14】 

・Ｐ４・５の「保育の必要性」の事由および証明する書類欄をご覧ください。 

・父親および母親の両方が「保育の必要性」の事由に該当する必要があり、それを証明する書類を提出 

してください。 

※面接調書は保育の必要性の事由②、④、⑤、⑥の際に必要です。 

※定年を迎える前の祖父母、18歳以上（４月１日現在）の親族と同居している場合、祖父母なども父親

母親と同様に書類の提出が必要となります。 

農林業経営規模表（別表１） 

従  事  者 
耕作面積 

a 

施設園芸 

a 

畜産（肥育中） 

頭 

養鶏（採卵） 

羽 

山林 

a 

両親と祖父母 ６０ ３０ ４０ １,０００ ６００ 

両親と祖父母の内いずれか一人 ５０ ２０ ３０ ８００ ５００ 

両親 ４０ １５ ２０ ６００ ４００ 

母（父）と祖父母 ３０ １０ １５ ５００ ３００ 

母（父）と祖父母の内いずれか一人 ２０ ７ １０ ３００ ２００ 

母（父）のみ １０ ５ ５ １００ １００ 

上記において祖父母が６０歳以上の場合は、従事者に加えないものとする。 

④ 個人番号（マイナンバー）提出書兼同意書【記載例：P15】 

  ・入園児童および父親、母親の個人番号（マイナンバー）を記入し、提出してください。 

   ※令和６年１月２日以降に八百津町へ転入された方（転入予定の方）は、個人番号を利用し、 

前住所地（令和６年１月１日時点の住所地の市町村）へ所得を照会します。そのため所得課税証明書

等は必要ありません。 

※前住所地で所得の申告をされていない場合、申告が必要となります。 

         家族の税法上の扶養に入っており、所得の申告をしていない場合などは、その証明となる書類等が必要です。 

（１月１日時点の住所地で 0 円申告をする。または扶養者の所得課税証明書を取得する。） 
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４ 保育料・副食費 

 （１）保育料 

３歳以上児の保育料につきましては、令和元年１０月より無償化されました。3 歳未満児に関しての保育料は表のとおりです。 

 

町⺠税額
所得割額（円） 階層 金額（円） 階層 金額（円）

1 生活保護 T１ 0 H１ 0

48,600未満

48,600以上
77,101未満
77,101以上
97,000未満
97,000以上
169,000未満
169,000以上
301,000未満
301,000以上
397,000未満
397,000以上

【ひとり親または障害がある子に該当しないその他の世帯】
町⺠税額

所得割額（円） 階層 金額（円） 階層 金額（円）
1 生活保護 T１ 0 H１ 0

48,600未満

48,600以上
57,700未満
57,700以上
97,000未満
97,000以上
169,000未満
169,000以上
301,000未満
301,000以上
397,000未満
397,000以上

※ 保育短時間は午前８時〜午後４時の利⽤、保育標準時間は午前８時〜午後４時以外の時間帯も利⽤の認定を受けた⽅になります。
※ 同時通園者の年⻑者から数えた第２⼦は1/2、第３⼦は全額減額します。

ただし、T４−２K以下の階層(ひとり親・障害の子の場合はT４ー１K)の場合は、年齢・同時通園に関係なく年⻑者から数えます。
※ 町⺠税額所得割額は⽗および⺟の所得割額の合算額となります。ただし、祖⽗⺟等が家計の主宰者である場合は、

その方も合算対象となる場合があります。
※ ひとり親・障害を理由に保育料の減免を受ける場合は、証明書類（児童扶養手当証書・身体障害者手帳・療育手帳・

障害年金証書 等）を確認させていただきます。
※ 保育料の他に、利用施設が実費徴収する費用につきましては、利用施設に直接ご確認ください。

同時通園者の年⻑者から数えた２
子1/2、３子全額減額

5

6

7

8

H４−２

H５T５

年齢・同時通園に関係なく年⻑者
の子から数えた２子、３子全額減

額

同時通園者の年⻑者の子から数え
た２子1/2、３子全額減額

5

6

7

8

37,000

45,000

47,000

48,000

4,500

T８ H８

37,400

45,400

47,600

保育標準時間

T６

T７

T８

【ひとり親または障害がある子の世帯】

0

T５

保育短時間

T２−１

T４−１

保 育 料 徴 収 基 準 一 覧 表

0

11,000

25,000

T２−２

T３−２

T４−２K

H２−２

年齢・同時通園に関係なく年⻑者
の子から数えた２子1/2、３子全額

減額

H３−２

H４−２K

2

3

保育短時間 保育標準時間
備考

0

4,500

25,400

11,200

25,400

48,600

0

H６

H７

H８

25,400

37,400

45,400

備考

4

47,600

25,000

37,000

45,000

47,000

0

48,600

H５

T６ H６

T７ H７

３
歳
未
満
児
（
３
号
）

T３−１

T４−１K

H３−１

H４−１K

T４−２

48,000

３
歳
未
満
児
（
３
号
）

2

3

4
H４−１

0

4,500

4,500

25,000

H２−１
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【保育料の基準】 

保育料は、入園児童と同一世帯に属して生計を一にしている父母およびそれ以外の扶養義務者（家計の主

宰である場合に限る）の町民税額の合計に応じて階層区分が決まり、保育必要量（標準時間、短時間）によっ

て金額が異なります。表の金額はひと月当たりの金額です。 

保育料は、入園した年度の４月１日現在の満年齢で決定します。そのため年度の途中で３号から２号 

に認定切り替えとなっても保育料は変わりません。（２歳児が年度途中で満３歳になっても保育料とし 

て徴収します） 

 ４月から８月までは前年度の町民税額、９月から３月までは当年度の町民税額に基づき算定します。 

※各階層区分の保育料は国が定める上限額の範囲内で町が基準を定めます。なお、階層の設定は国の基準

と同じですが、金額は八百津町独自の減免をしています。 

※公立、私立とも保育料の基準は同じです。 

※同一世帯から２人以上の児童が同時通園している場合の保育料は、最年長児は全額、２番目に年長の児

童は半額、それ以降の児童は無償となります。 

※病気などにより長期欠席される場合も、在籍している限り保育料の算定対象となります。 

※退園される場合も必ず事前にご連絡ください。退園届の提出がない場合は欠席とみなし、保育料をお支払

いいただきます。 

※３歳以上児・３歳未満児に関わらず、延長保育利用料・行事費・保護者会費など保育料等とは別に園から

実費徴収される場合があります。金額など詳しくは、各保育園にご確認ください。 

 

 （２）副食費 

３歳以上児（年少クラス以上）は給食費（主食費＋副食費）が必要です。（３歳未満児は保育料に含まれて

います）。主食費（ごはん、パンなど）と副食費（おかず、おやつなど）のうち、副食費をご負担いただきます。 

２号認定（公立）： 副食費 ４，５００円（保護者負担：ひと月当たり）、 主食費 ０円（町負担） 

２号認定（私立）： 副食費 園へ直接お問い合わせください（保護者負担）、 主食費 ０円（町負担） 

※年収約３６０万円未満の世帯（階層T4-１K、H4-１K、T4-2K、H4-2K以下）の子ども、およびすべての世

帯において１８歳未満（１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間も含む）のお子さんが３人以上い

る世帯の第３子以降の園児については、副食費が減免されます。申請は不要です。 

※保育料と同様、４月から８月が前年度、９月から３月が当年度の町民税額に基づき算定します。 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

前年度（令和６年度）の市町村民税額に基づく保育料・副食費 当年度（令和７年度）の市町村民税額に基づく保育料・副食費

９月

※　保育料・副食費の切り替えは毎年９月です。
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（３）保育料および副食費の納入 

・町に納入いただくのは、公立保育所利用時の副食費・保育料、私立保育所利用時の保育料になります。 

・保育料と副食費（以下、「保育料等」）の納入方法は、現金紛失事故の防止および現金取り扱い事務の簡素

化のため、口座振替による納入をお願いしております。 

・入園前（３月上旬まで）に、八百津町指定金融機関にて口座振替の手続きをお願いします。 

・口座振替依頼書は、内定通知発送時に同封する予定です。依頼書は教育委員会（ファミリーセンター内）、 

町民課、各出張所、町内指定金融機関にもあります。 

・既に入園している兄姉がいらっしゃる場合は、同じ口座を登録いたしますので口座振替の手続きは不要です 

口座の変更をご希望の場合はお手続きください。 

    ・口座振替による納入ができない場合は、事前に教育委員会子ども支援係へご相談ください。  

    〇八百津町指定金融機関 

十六銀行、東濃信用金庫、めぐみの農業協同組合、大垣共立銀行、ゆうちょ銀行、岐阜信用金庫 

【保育料および副食費の納付期限】 

・「当月分をその月の月末に納付」となります。 

・納付期限が金融機関非営業日の場合は、翌営業日となります。（１２月のみ２５日が納付期限です） 

・口座振替は納付期限日に引き落としを行います。（残高にご注意ください） 

・保育料を納付期限までに納付されない場合は、督促手数料・延滞金がかかる場合があります。 

    ・保育料を滞納された場合には銀行口座、児童手当等差押えを行うことがあります。 

 

【令和７年度の保育料等の納付期限一覧表（予定）】 

月分 納付期限日 月分 納付期限日 

４ 令和 ７年 ４月３０日 １０ 令和 ７年１０月３１日 

５ 令和 ７年 ６月 ２日 １１ 令和 ７年１２月 １日 

６ 令和 ７年 ６月３０日 １２ 令和 ７年１２月２５日 

７ 令和 ７年 ７月３１日 １ 令和 ８年 ２月 ２日 

８ 令和 ７年 ９月 １日 ２ 令和 ８年 ３月 ２日 

９ 令和 ７年 ９月３０日 ３ 令和 ８年 ３月３１日 
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５ 記載例 

記載例 
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宛

証明日 年 月 日

― ―

― ―

下記の内容について、事実であることを証明いたします。

※本証明書の内容について、就労先事業者等に無断で作成し又は改変を行ったときには、刑法上の罪に問われる場合があります。

No.

□ 農業・林業 □ 漁業 □ 鉱業・採石業・砂利採取業 □ 建設業 □ 製造業 □ 電気・ガス・熱供給・水道業

□ 情報通信業 □ 運輸業・郵便業 □ 卸売業・小売業 □ 金融業・保険業 □ 不動産業・物品賃貸業

□ 学術研究・専門・技術サービス □ 宿泊業・飲食サービス業 □ 生活関連サービス業・娯楽業 □ 医療・福祉

□ 教育・学習支援業 □ 複合サービス事業 ☑ 公務 □ その他（ ）

年 5 月 2 日

3 ☑ 無期 □ 有期 年 4 月 1 日 ～ 年 月 日

☑ 正社員 □ パート・アルバイト □ 派遣社員 □ 契約社員 □ 会計年度任用職員 □ 非常勤・臨時職員 □ 役員

□ 自営業主 □ 自営業専従者 □ 家族従業者 □ 内職 □ 業務委託 □ その他( )

月 火 水 木 金 土 日

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ □ □

日 日

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

□ 月間 □ 週間 分 （うち休憩時間 分）

□ 月間 □ 週間

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

年 月 年 月 年 月

□ 取得予定 □ 取得中

年 月 日 年 月 日

□ 取得予定 □ 取得中 □ 取得済み

年 月 日 ～ 年 月 日

□ 取得予定 □ 取得中 □ 取得済み □ 介護休業 □ 病休 □ その他（ ）

年 月 日 ～ 年 月 日

11 □ 復職予定 □ 復職済み 年 月 日

□ 取得予定 □ 取得中 年 月 日 ～ 年 月 日

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

13 □ 有 □ 有（予定） □ 無

14 □ 有 □ 有（予定） □ 無 □ 未定

15 □ 可 □ 可（予定） □ 否

16 □ 可 □ 可（予定） □ 否

17 年 月 日 年 月 日

18

年 6 月 日

年 月 日

年 月 日
□ 申込中（第一希望）

申込中（第一希望）

児童名 生年月日 施設名
□ 利用中

児童名 生年月日 施設名
□ 利用中 □19

☑ 申込中（第一希望）
八百津　小太郎 ×× 1 ○○保育園

備考欄

保護者記載欄

児童名 生年月日 施設名
□ 利用中

～

保育士等としての勤務実態
の有無

（雇用契約の）満了後の
更新の有無

入所内定時育休短縮可否

育休延長可否

単身赴任期間（予定含む）

主な就労時間帯
・シフト時間帯

復職（予定）年月日

12
育児のための短時間
勤務制度利用有無

※取得予定を含む

期間

10
産休・育休以外の休業の

取得

理由

期間

9 育児休業の取得
※取得予定を含む 期間

175.00 時間／月

8 産前･産後休業の取得
※取得予定を含む 期間 ～

20 日／月 175.00 時間／月 20 日／月
7

就労実績
※日数に有給休暇を含み、

時間数に休憩・残業時間を含む

年月 ×× 9 年月

20 日／月 175.00 時間／月

日祝

×× 8 年月 ×× 7

就労時間
(変則就労の場合)

合計時間 時間

就労日数 日

主な就労時間帯
・シフト時間帯

土曜

平日 8 30 17 15 60

5 雇用の形態

6

就労時間
(固定就労の場合)

祝日 合計
時間 月間 175

□

一月当たりの就労日数 月間 20 一週当たりの就労日数 週間 5

時間 分 （うち休憩時間 1200 分）

××

雇用(予定)期間等 期間
 （無期の場合は雇用開始日のみ）

××

4 本人就労先事業所
名称 八百津町役場

住所

2
フリガナ ヤオツ　タロウ

本人氏名 八百津　太郎  生年月日

八百津町八百津3903-2

43 2111

項目 記載欄

1 業種

記載者連絡先 0574

電話番号 0574 43 2111

担当者名 ○○　○○

代表者名 ○○　○○

所在地 八百津町八百津3903-2

就労証明書
八百津町長

西暦 20×× 10 10

事業所名 八百津町役場
※ 記 載 例 ※

※ ※

※ 保護者記載欄はNo.19のみ ※
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